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(57)【要約】
【課題】非常灯としても機能し得るＬＥＤ照明装置を提
供する。
【解決手段】本実施形態のＬＥＤ照明装置１０では、当
該ＬＥＤ照明装置１０の周囲の照度を検出する照度セン
サ５７ａと、この照度が基準照度以下であるか否かを判
断するマイコンユニット５１と、当該ＬＥＤ照明装置１
０が電力を受けているか否かを判断する電圧センサ５７
ｂと、電力相当の補助電力をＬＥＤユニット２７ｃに供
給可能なバッテリユニット５８および電流切替制御部５
２と、を備え、マイコンユニット５１による照度判断処
理により基準照度以下であると判断されかつ電圧判断手
段により電灯線ＰＬから電力を受けていないと判断され
た場合、非常時部分点灯処理により電流切替制御部５２
は、ＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈのうちの一部のＬＥ
Ｄユニット２７ｃに対してバッテリユニット５８からの
駆動電流を供給する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直列に接続された複数の白色ＬＥＤに外部から電力を供給することによりこれらの白色
ＬＥＤを点灯させて照明光を発するＬＥＤ照明装置であって、
　当該ＬＥＤ照明装置の周囲の照度を検出する照度検出手段と、
　前記照度検出手段による前記照度が暗闇時の暗状態照度以下であるか否かを判断する暗
状態判断手段と、
　当該ＬＥＤ照明装置が前記電力を受けているか否かを判断する受電状態判断手段と、
　前記電力以下の補助電力を前記白色ＬＥＤに供給可能な補助電力供給手段と、を備え、
　前記暗状態判断手段により前記暗状態照度以下であると判断されかつ前記受電状態判断
手段により前記外部からの電力を受けていないと判断された場合、
　前記補助電力供給手段は、前記複数の白色ＬＥＤのうちの一部の白色ＬＥＤに対して前
記補助電力を供給することを特徴とするＬＥＤ照明装置。
【請求項２】
　直列に接続された複数の白色ＬＥＤに外部から電力を供給することによりこれらの白色
ＬＥＤを点灯させて照明光を発する照明装置であって、
　当該ＬＥＤ照明装置の周囲の照度を検出する照度検出手段と、
　前記照度検出手段による前記照度が暗闇時の暗状態照度以下であるか否かを判断する暗
状態判断手段と、
　当該ＬＥＤ照明装置が受けた振動を検出する振動検出手段と、
　前記振動検出手段による振動情報に基づいて地震時の振動以上であるか否かを判断する
地震振動判断手段と、
　前記電力以下の補助電力を前記白色ＬＥＤに供給可能な補助電力供給手段と、を備え、
　前記暗状態判断手段により前記暗状態照度以下であると判断されかつ前記地震振動判断
手段により前記地震時の振動以上であると判断された場合、
　前記補助電力供給手段は前記複数の白色ＬＥＤのうちの一部の白色ＬＥＤに対して前記
補助電力を供給することを特徴とするＬＥＤ照明装置。
【請求項３】
　当該ＬＥＤ照明装置が前記外部から電力を受けているか否かを判断する受電状態判断手
段を備え、
　前記受電状態判断手段により前記電力を受けていると判断された場合には、前記補助電
力供給手段による前記補助電力に代えて、前記外部からの電力を前記複数の全ての白色Ｌ
ＥＤに供給することを特徴とする請求項２記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載のＬＥＤ照明装置において、
　当該照明装置から所定の範囲内に人が近づいたことを検出する人検出手段を備え、
　前記暗状態判断手段により前記暗状態照度以下であると判断されかつ前記人検出手段に
より前記所定の範囲内に人が近づいたことを検出された場合、
　消灯していた前記複数の全ての白色ＬＥＤに前記外部からの電力または前記補助電力を
供給することを特徴とするＬＥＤ照明装置。
【請求項５】
　前記一部の白色ＬＥＤは、白色に加えて、赤色、青色、黄色および緑色のうちの少なく
とも一色の有色光を発光可能であり、前記補助電力の供給を受けて前記有色光を発光する
ことを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項６】
　前記補助電力供給手段は、充電可能な二次電池であり、前記外部からの電力または太陽
電池から受けた電力を充電することを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載のＬ
ＥＤ照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、直列に接続された複数の白色ＬＥＤに外部から電力を供給することにより、
これらの白色ＬＥＤを点灯させて照明光を照射するＬＥＤ照明装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　複数の白色ＬＥＤを直列に接続したＬＥＤ照明装置として、例えば、下記特許文献１に
開示されるものがある。この種の照明装置では、直列接続された複数の白色ＬＥＤに定電
流を流すことによりＬＥＤを点灯させて照明器具を実現している。また、特許文献２には
、非常時に点灯して避難者に避難方向を報知する「非常用照明装置」が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２５８４２８号公報
【特許文献２】特開２００７－２６５６９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、特許文献２の「非常用照明装置」に代表される、いわゆる非常灯は、建築基
準法に定められた避難誘導用の電灯であることから、室内や所望の範囲を明るくすると云
った照明装置本来の機能を有するものではない。このため、非常灯は、一般的な室内照明
を目的とする照明装置とは別個に設けられることから、非常灯用に設備場所を確保したり
、配線工事等をする必要があり、照明装置としては費用対効果が悪い。
【０００５】
　また、一般的な非常灯は、商用施設、工業施設や宿泊施設等、法定で義務付けられたも
のに設置される反面、そのような設置義務のない一般住宅に設備されている例は殆ど見ら
れない。つまり、費用対効果の悪さから一般住宅には普及し難いという問題がある。
【０００６】
　本発明は、上述した課題を解決するためになされたもので、非常灯としても機能し得る
ＬＥＤ照明装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、特許請求の範囲に記載された請求項１の技術的手段を採用す
る。この手段によると、ＬＥＤ照明装置の周囲の照度を検出する照度検出手段と、照度検
出手段による照度が暗闇時の暗状態照度以下であるか否かを判断する暗状態判断手段と、
当該ＬＥＤ照明装置が電力を受けているか否かを判断する受電状態判断手段と、電力相当
の補助電力を白色ＬＥＤに供給可能な補助電力供給手段と、を備える。そして、暗状態判
断手段により暗状態照度以下であると判断されかつ受電状態判断手段により電力を受けて
いないと判断された場合、補助電力供給手段は、複数の白色ＬＥＤのうちの一部の白色Ｌ
ＥＤに対して補助電力を供給する。
【０００８】
　また、特許請求の範囲に記載された請求項２の技術的手段を採用する。この手段による
と、ＬＥＤ照明装置の周囲の照度を検出する照度検出手段と、照度検出手段による照度が
暗闇時の暗状態照度以下であるか否かを判断する暗状態判断手段と、ＬＥＤ照明装置が受
けた振動を検出する振動検出手段と、振動検出手段による振動情報に基づいて地震時の振
動以上であるか否かを判断する地震振動判断手段と、電力相当の補助電力を前記白色ＬＥ
Ｄに供給可能な補助電力供給手段と、を備える。そして、暗状態判断手段により暗状態照
度以下であると判断されかつ地震振動判断手段により地震時の振動以上であると判断され
た場合、補助電力供給手段は、複数の白色ＬＥＤのうちの一部の白色ＬＥＤに対して補助
電力を供給する。
【０００９】



(4) JP 2010-287403 A 2010.12.24

10

20

30

40

50

　また、特許請求の範囲に記載された請求項３の技術的手段を採用する。この手段による
と、当該ＬＥＤ照明装置が外部から電力を受けているか否かを判断する受電状態判断手段
を備え、受電状態判断手段により電力を受けていると判断された場合には、補助電力供給
手段による補助電力に代えて、外部からの電力を複数の全ての白色ＬＥＤに供給する。
【００１０】
　また、特許請求の範囲に記載された請求項４の技術的手段を採用する。この手段による
と、当該照明装置から所定の範囲内に人が近づいたことを検出可能な人検出手段を備え、
暗状態判断手段により暗状態照度以下であると判断されかつ人検出手段により所定の範囲
内に人が近づいたことが検出された場合、消灯していた複数の全ての白色ＬＥＤに電力ま
たは補助電力を供給する。
【００１１】
　また、特許請求の範囲に記載された請求項５の技術的手段を採用する。この手段による
と、一部の白色ＬＥＤは、白色に加えて、赤色、青色、黄色および緑色のうちの少なくと
も一色の有色光を発光可能で、補助電力の供給を受けて有色光を発光する。
【００１２】
　また、特許請求の範囲に記載された請求項６の技術的手段を採用する。この手段による
と、補助電力供給手段は、充電可能な二次電池で、外部からの電力または太陽電池からの
電力を充電する。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１の発明では、通常時には複数の白色ＬＥＤは、電力の供給を受けて点灯する一
方で、夜間の停電等により外部からの電力供給がなく全てのＬＥＤが消灯し、当該ＬＥＤ
照明装置の周囲は他に光源がない場合、つまりＬＥＤ照明装置の周囲が暗闇状態であると
きには、複数の白色ＬＥＤのうちの一部の白色ＬＥＤが補助電力供給手段から補助電力の
供給を受けて点灯する。したがって、通常時には照明装置として機能するだけでなく、夜
間の停電等の非常時には複数の白色ＬＥＤのうちの一部が自動的に点灯するので、非常灯
としても機能させることができる。また、この場合には、白色ＬＥＤのうち一部だけを点
灯させるので、当該ＬＥＤ照明装置の利用者に通常の点灯状態（白色ＬＥＤを全点灯）で
はないこと、つまり非常時であることを知らせることができる。
【００１４】
　請求項２の発明では、通常時には複数の白色ＬＥＤは、電力の供給を受けて点灯する一
方で、受けた振動が地震時の振動以上であると判断され、しかもそのときに当該ＬＥＤ照
明装置の周囲は他に光源がない場合、つまり夜間の地震時等の非常時には、複数の白色Ｌ
ＥＤのうちの一部の白色ＬＥＤが補助電力供給手段から補助電力の供給を受けて点灯する
。したがって、通常時には照明装置として機能するだけでなく、夜間の地震等の非常時に
は複数の白色ＬＥＤのうちの一部が自動的に点灯するので、非常灯としても機能させるこ
とができる。また、この場合には、白色ＬＥＤのうち一部だけを点灯させるので、当該Ｌ
ＥＤ照明装置の利用者に通常の点灯状態（白色ＬＥＤを全点灯）ではないこと、つまり非
常時であることを知らせることができる。
【００１５】
　請求項３の発明では、受けた振動が地震時の振動以上であると判断され、しかもそのと
きに当該ＬＥＤ照明装置の周囲は他に光源がない場合であっても、外部から電力を受けて
いるときには複数の全ての白色ＬＥＤにはその電力が供給される。したがって、夜間の地
震時でも停電していない場合には、通常時と同様に複数の白色ＬＥＤを自動的に全点灯す
るため、非常灯として明るく照らすことができる。
【００１６】
　請求項４の発明では、夜間等、ＬＥＤ照明装置の周囲に他に光源がない場合、当該ＬＥ
Ｄ照明装置から所定の範囲内に人が近づくことにより、それまで消灯していた複数の全て
の白色ＬＥＤが電力または補助電力の供給を受けて点灯するので、例えば、夜間就寝後に
明かりが欲しい等の緊急時のニーズにも応えることができる。したがって、非常時にしか
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点灯しない通常の非常灯に比べ、一般住宅向けのニーズに適した機能を提供することがで
きる。なお、白色ＬＥＤのうち一部のＬＥＤだけに補助電力を供給するように構成しても
良い。これにより、全消灯時の暗闇状態から、当該ＬＥＤ照明装置が突如全点灯して急激
に明るくなることがないので、眩しさによる不快感を当該ＬＥＤ照明装置の利用者に与え
難くすることができる。
【００１７】
　請求項５の発明では、白色に点灯する通常の点灯状態とは異なった状況を当該ＬＥＤ照
明装置の利用者に知らせることができる。したがって、当該利用者に非常状態の発生を報
知することができる。
【００１８】
　請求項６の発明では、通常状態においては、外部からの電力を受けて補助電力供給手段
を充電することができる。また当該ＬＥＤ照明装置の照明光や外来光が太陽電池に照射さ
れることにより発電した電力を受けて補助電力供給手段を充電することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施形態に係るＬＥＤ照明装置の構成例を示す説明図である。
【図２】本ＬＥＤ照明装置を構成する灯部の機械的構成の一例を示す説明図である。
【図３】本ＬＥＤ照明装置の電気的構成の一例を示すブロック図である。
【図４】本ＬＥＤ照明装置のマイコンユニットにより実行される照明制御処理の流れを示
すフローチャートである。
【図５】図４に示す非常時制御処理の流れを示すフローチャートである。
【図６】図４に示す照明制御処理によるＬＥＤの点灯例を示す説明図で、図６(A)は正常
時または非常時における全点灯状態を示すもので、図６(B)は非常時における部分点灯状
態を示すものである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明のＬＥＤ照明装置の実施形態について図を参照して説明する。図１に示す
ように、本実施形態に係るＬＥＤ照明装置１０は、複数の白色ＬＥＤを備えた灯部２０、
回路部５０や太陽電池パネル３０等を有する照明装置で、例えば、一般住宅等の居住空間
を区画形成する天井Ｋａや壁Ｋｂ等に設けられるものである（図１(A)参照）。
【００２１】
　即ち、図１(B)に示すように、ＬＥＤ照明装置１０は、主に、灯部２０、太陽電池パネ
ル３０、回路部５０等から構成されており、灯部２０のＬＥＤユニット２７ａ，２７ｂ，
２７ｃ，２７ｄ，２７ｆ，２７ｇ，２７ｈ（以下「ＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈ」）か
ら居住空間Ｓに向けて照明光を照射することにより居住空間Ｓの照明機器として機能した
り、後述するように、消灯時においても停電や地震等の非常時には自動的に灯部２０を点
灯する非常灯の機能を有するものである。なお、このような照明機能の制御は、回路部５
０により行われている。
【００２２】
　まず、図２を参照して灯部２０の機械的構成を説明する。図２に示すように、灯部２０
は、シャーシ２１、サイドカバー２２，２３、拡散カバー２５、ＬＥＤユニット２７ａ～
２７ｈ等からなり、例えば、天井Ｋａや壁Ｋｂに取り付けられて居住空間Ｓに照明光を照
射可能にし得るように構成されている。
【００２３】
　シャーシ２１は、ＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈを収容可能な断面凹形状を有する長尺
の角棒状に形成されており、軸（長手）方向に長い開口部２１ａが形成されている（図２
(A)：正面図，図２(F)：断面図参照）。本実施形態では、加工性、熱伝導率の良好さから
、アルミニウムからなり、シャーシ２１の内部には、平坦部２１ｂ、曲面部２１ｃ、カバ
ー取付溝２１ｄ等が金型による押出し加工や旋盤による引き物加工により成形されている
。なお、図２(A)に示す正面図は、一点鎖線を境界にして図面右側は拡散カバー２５を取
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り外した状態、図面左側は拡散カバー２５を取り付けた状態、をそれぞれ図示している。
また、図２(F)に示す断面図は、図２(A)に示す２Ｆ－２Ｆ線矢視による幅方向断面を示す
ものである。
【００２４】
　サイドカバー２２，２３は、シャーシ２１が押出し加工や引き物加工される特性上、軸
（長手）方向両端に形成される側面開口部を、閉塞する部材で、本実施形態ではシャーシ
２１と同様にアルミニウムからなる。このサイドカバー２２，２３は、次述する拡散カバ
ー２５の表面を覆い得るコ字形状に形成されており、ボルト２４によりシャーシ２１の両
端に固定されることによって、拡散カバー２５の長手方向両端をその表面から抑えて当該
拡散カバー２５を固定可能にしている（図２(A)：正面図，図２(C)：平面図，図２(D)：
左側面図，図２(E)：右側面図参照）。
【００２５】
　また、このサイドカバー２２，２３には、シャーシ２１の両端から軸方向にブックエン
ドのようなＬ字形状に延びるブラケット部２２ａ，２３ａが形成されている。このブラケ
ット部２２ａ，２３ａは、当該灯部２０を天井Ｋａ等に取付可能にする取付金具の役割を
果たすもので、ねじ固定用のＵ字形状をなす切欠部２２ｂ，２３ｂが形成されている（図
２(A)：正面図，図２(B)：背面図，図２(C)：平面図参照）。これにより、当該灯部２０
を木ねじ等によって天井Ｋａや壁Ｋｂに取り付け可能にしている。
【００２６】
　なお、図面右側のサイドカバー２３には、ケーブル孔２３ｃが形成されており、ＬＥＤ
ユニット２７ａ等に駆動電力を供給するケーブル４０をシャーシ２１内に導入可能にして
いる（図２(A)：正面図，図２(E)：右側面図参照）。
【００２７】
　拡散カバー２５は、複屈折や光学等方性を有する、例えば乳白色のアクリル樹脂からな
り、シャーシ２１に形成された開口部２１ａを閉塞可能に断面コ字形状の長尺に形成され
ている。この拡散カバー２５は、前述したカバー取付溝２１ｄに取り付けられており、シ
ャーシ２１とともに灯部２０の外観を構成するとともに、次述する各ＬＥＤユニット２７
ａ～２７ｈから出射される照明光を拡散可能にしている（図２(A)：正面図，図２(C)：平
面図参照）。なお、図２(C)に示す平面図は、一点鎖線を境界にして図面右側は拡散カバ
ー２５を取り外した状態、図面左側は拡散カバー２５を取り付けた状態、をそれぞれ図示
している。
【００２８】
　ＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈは、短冊状に形成されるプリント基板（ガラスエポキシ
基板やアルミベース基板等）２９と、このプリント基板２９の表面に面実装される複数の
ＬＥＤ２８や抵抗から構成されている。本実施形態では、例えば、高輝度仕様の白色ＬＥ
Ｄ（擬似白色光を発する発光ダイオード）２８が、ほぼ等間隔に６個列状に配置（電気的
に直列接続）されて１枚のＬＥＤユニット２７が構成されており、このようなＬＥＤユニ
ット２７を８枚直列に接続することで、ケーブル４０を介して供給される所定の定電流（
駆動電力）をこれらのＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈに実装される４８個（＝６個×８）
のＬＥＤ２８に直列に通電可能にしている（図２(A)：正面図，図２(F)：断面図参照）。
なお、ＬＥＤ２８の発光色は、いわゆる電球色や高演色であっても良い。
【００２９】
　また、本実施形態では、後述するように、複数のＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈのうち
、特定のＬＥＤユニット（例えばＬＥＤユニット２７ｃ）に、別ルートでケーブル４０を
介して所定の定電流（駆動電力）を供給可能に構成されている。なお、本実施形態では、
電灯線ＰＬ（外部）から供給される交流電圧の最大振幅値（約１４１Ｖpp）に合わせて、
直列に接続されるＬＥＤ（Ｖｆ＝約３Ｖ）の個数を４８個に設定している（１４１Ｖpp／
４８＝２．９Ｖ）。
【００３０】
　このように構成されるＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈは、その裏面のほぼ全面がシャー
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シ２１内の平坦部２１ｂに接するにように、接着剤や両面テープ（熱伝達特性の良好なも
の）でベタ付け固定されている。これにより、ＬＥＤ２８から発せられた熱をシャーシ２
１に良好に放熱可能にしている。
【００３１】
　次に、図３を参照してＬＥＤ照明装置１０の電気的構成について説明する。図３に示す
ように、灯部２０の照明制御を行う回路部５０は、マイコンユニット５１、電流切替制御
部５２、定電流源５４、定電圧源５５、スイッチセンサ５６や照度センサ５７ａ等の各種
センサ、バッテリユニット５８、充電器５９等から構成されている。
【００３２】
　マイコンユニット５１は、ＣＰＵ、ＭＥＭ（半導体メモリ）、Ｉ／Ｏ（入出力インタフ
ェイス）等により構成されており、定電圧源５５から供給される直流電圧（例えは＋５Ｖ
）により駆動している。なお、マイコンユニット５１は、特許請求の範囲に記載の「暗状
態判断手段」、「受電状態判断手段」、「地震振動判断手段」に相当し得るものである。
【００３３】
　ＣＰＵは、マイコンユニット５１を制御する中央演算処理装置で、図略のシステムバス
を介してＭＥＭやＩ／Ｏに接続されている。ＭＥＭは、いわゆるＲＡＭやＲＯＭ等の半導
体記憶装置で、図略のシステムバスを介してＣＰＵに接続されている。このＭＥＭには、
ＣＰＵを制御するシステムプログラムのほかに、後述する照明制御処理を可能にする各種
制御プログラムが格納されており、前述したＣＰＵはこれらをＭＥＭから読み出して逐次
実行している。Ｉ／Ｏは、電流切替制御部５２やスイッチセンサ５６等の各種センサとＣ
ＰＵとのデータのやり取りを仲介する装置で、システムバスに接続されている。
【００３４】
　電流切替制御部５２は、定電流源５４やバッテリユニット５８から入力される所定の定
電流を、前述したマイコンユニット５１により実行される照明制御に従って灯部２０のＬ
ＥＤユニット２７ａ等に供給する機能を有するもので、例えば、論理ゲート回路により構
成されている。即ち、この電流切替制御部５２は、マイコンユニット５１のＩ／Ｏを介し
てＣＰＵに接続されており、後述する照明制御処理に従いマイコンユニット５１から出力
される制御信号に基づいて、灯部２０に供給するＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈの駆動電
流をＬＥＤユニット単位で切り替えたり、供給の有無を制御可能に構成されている。
【００３５】
　例えば、本実施形態では、定電流源５４から入力される所定の定電流（外部からの電力
）を全てのＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈに供給したり、バッテリユニット５８から入力
される駆動電流（補助電力）を特定のＬＥＤユニット（例えばＬＥＤユニット２７ｃ等）
に供給可能に構成されている。また、このような電流の供給先を切り替えるだけではなく
、供給する電流量の制御や供給の有無もマイコンユニット５１からの制御信号に従って制
御可能に構成されている。
【００３６】
　定電流源５４は、電流切替制御部５２の入力側に接続されており、例えば図１(B)に示
すように、天井Ｋａの裏側に配線された電灯線ＰＬから入力される交流電力（ＡＣ１００
Ｖ、以下「外部電力」）を所定の定電流（直流）に変換して電流切替制御部５２に出力す
る機能を有する。本実施形態では、直列接続された４８個のＬＥＤ２８に対して、数十ミ
リアンペア～数百ミリアンペアの範囲内の所定電流を供給するとともに、最大駆動電圧と
して約１４１Ｖを出力し得るように構成されている。
【００３７】
　定電圧源５５は、前述したマイコンユニット５１の駆動可能な所定の直流電圧（例えは
＋５Ｖ）を発生し得るもので、マイコンユニット５１の駆動電圧入力に接続されている。
本実施形態では、例えば、定電流源５４と同様に電灯線ＰＬからの外部電力（ＡＣ１００
Ｖ）や、後述するバッテリユニット５８から入力される直流電力（ＤＣ２４Ｖ、以下「補
助電力」）を、このような所定の直流電圧に変換しマイコンユニット５１に出力可能に構
成されている。
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【００３８】
　スイッチセンサ５６は、居住空間Ｓの居住者等（利用者）が灯部２０による照明の点消
灯を操作可能な照明スイッチ６０のオンオフ情報を検出するもので、例えば、オンオフ状
態に対応した電圧信号をＣＰＵに出力可能にマイコンユニット５１に接続されている。本
実施形態では、図１(B)に示すように、照明スイッチ６０は、居住空間Ｓの壁Ｋｂに設け
られているため、このスイッチセンサ５６も照明スイッチ６０近くの壁Ｋｂに設けられて
いる。なお、照明スイッチ６０そのものをマイコンユニット５１に接続して、居住者等が
操作する照明スイッチ６０のオンオフ状態をＣＰＵで検出可能に構成しても良い。
【００３９】
　照度センサ５７ａは、当該ＬＥＤ照明装置１０の周囲、つまり居住空間Ｓの照度（明る
さ）を検出するもので、例えば、図１(B)に示すように、天井Ｋａに設けられて、検出し
た照度情報をＣＰＵに出力可能にマイコンユニット５１に接続されている。例えば、Ｃｄ
Ｓ（硫化カドミウム）による光センサやフォトトランジスタ等により構成されており、照
度の大きさに比例（正比例や対数比例）した電圧信号を出力可能に構成されている。この
照度センサ５７ａが設けられる位置は、例えば、外来光の影響や、灯部２０から照射され
る照明光の影響等を考慮して、天井Ｋａや壁Ｋｂの範囲で適宜設定される。なお、この照
度センサ５７ａは、特許請求の範囲に記載の「照度検出手段」に相当し得るものである。
【００４０】
　電圧センサ５７ｂは、定電流源５４に入力される外部電力の有無やその大きさを検出す
るもので（電圧検出手段）、例えば、電灯線ＰＬの電圧情報をＣＰＵに出力可能にマイコ
ンユニット５１に接続されている。本実施形態では、例えば、電灯線ＰＬから入力される
交流電圧を直流電圧に変換しその値をコンパレータや電圧監視ＩＣ等で監視することで外
部電力が入力されているか否か、つまり停電の有無を検出している。なお、電灯線ＰＬの
交流電圧を直接監視可能な回路を構成して同様の監視を行っても良い。この電圧センサ５
７ｂは、特許請求の範囲に記載の「受電状態判断手段」を構成し得るものである。
【００４１】
　振動センサ５７ｃは、居住空間Ｓを区画形成する天井Ｋａや壁Ｋｂの振動（揺れ）や、
当該ＬＥＤ照明装置１０が受けた振動を検出するもので、例えば、図１(B)に示すように
、天井Ｋａに設けられて検出した振動情報をＣＰＵに出力可能にマイコンユニット５１に
接続されている。
【００４２】
　本実施形態では、例えば、１軸または複数軸の加速度センサ（Ｇセンサ）等により構成
されており、所定の軸方向（左右方向、前後方向、上下方向）の振動やその大きさに比例
（正比例や対数比例）した電圧信号を出力可能に構成されている。この振動センサ５７ｃ
が設けられる位置は、例えば、当該居住空間Ｓを構成する天井Ｋａや壁Ｋｂの梁や柱の位
置関係やその構造を考慮して天井Ｋａや壁Ｋｂの範囲で適宜設定される。またＬＥＤ照明
装置１０が受けた振動を検出する場合には、当該ＬＥＤ照明装置１０内またはその外側に
設けられる。なお、この振動センサ５７ｃは、特許請求の範囲に記載の「振動検出手段」
に相当し得るものである。
【００４３】
　人感センサ５７ｄは、当該人感センサ５７ｄから所定の範囲内に人（居住者、利用者等
）が存在するか否かを検出するもので、例えば、図１(B)に示すように、壁Ｋｂに設けら
れて検出した人感情報をＣＰＵに出力可能にマイコンユニット５１に接続されている。本
実施形態では、居住空間Ｓに向けて照射した赤外線や超音波あるいは高周波の反射量を検
出し、その反射量が人間が帯びる静電気等に影響することを利用して、例えば半径１ｍ以
内（所定の範囲内、０．５ｍ以内でも良い）に居住者等が存在するか否か（人が接近した
か否か）を検知する。この人感センサ５７ｄが設けられる位置は、通常時に居住者等がＬ
ＥＤ照明装置１０のオンオフ操作を行う照明スイッチ６０の近くや、天井Ｋａに設けられ
た灯部２０の近傍あるいは天井Ｋａの中心位置等に設定される。なお、灯部２０の近傍や
天井Ｋａの中心位置に人感センサ５７ｄが設けられる場合には、例えば、当該人感センサ
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５７ｄを中心に居住空間Ｓの床面上で半径５ｍ程度の範囲を「所定の範囲」とする。また
、この人感センサ５７ｄは、特許請求の範囲に記載の「人検出手段」に相当し得るもので
ある。
【００４４】
　バッテリユニット５８は、充放電可能な二次電池（例えば、ニッケルカドニウム電池、
リチウム水素電池やリチウムイオン電池等）の集合体で、複数の二次電池セルを直列接続
し所定の直流電圧を出力可能に構成したものである。このバッテリユニット５８は、充電
器５９から供給される直流電圧で充電可能に充電器５９に接続されるとともに、外部電力
がない場合、つまり停電時に、前述した電流切替制御部５２や定電圧源５５に直流電力を
出力可能にこれらに接続されている。本実施形態の場合、例えば、直流電圧２４ＶでＬＥ
Ｄユニット２７の１ユニット分を１時間点灯可能な充電容量に設定されている。なお、こ
のバッテリユニット５８は、特許請求の範囲に記載の「補助電力手段」に相当し得るもの
である。なお、バッテリユニット５８を充電できない一次電池で構成しても良い。
【００４５】
　充電器５９は、電灯線ＰＬや次に説明する太陽電池パネル３０から入力された電気エネ
ルギーをバッテリユニット５８に充電可能にするもので、本実施形態では、電灯線ＰＬの
交流電力と太陽電池パネル３０の直流電力とを共用可能に構成されている。なお、バッテ
リユニット５８を一次電池で構成する場合には、当該充電器５９は不要となる。
【００４６】
　太陽電池パネル３０は、光を電気エネルギーに変換して出力可能な太陽電池を複数枚直
並列接続して所定の電圧や電流を得られるようにパネル状に構成されるもので、例えば、
本実施形態の場合、図１(B)に示すように、天井Ｋａに設けられて居住空間Ｓ内の光を電
気（直流電力）に変換して前述した充電器５９に出力している。この太陽電池パネル３０
が設けられる位置は、例えば、窓から入射する外来光や灯部２０から照射される照射光等
が良好に当たる位置を考慮して天井Ｋａや壁Ｋｂの範囲で適宜設定される。この太陽電池
パネル３０は、特許請求の範囲に記載の「太陽電池」に相当し得るものである。
【００４７】
　なお、本実施形態では、電流切替制御部５２、バッテリユニット５８や充電器５９を回
路部５０内に設けたが、回路部５０とは別体にこれらを設けても良い。また、スイッチセ
ンサ５６、照度センサ５７ａ、電圧センサ５７ｂ、振動センサ５７ｃや人感センサ５７ｄ
あるいは太陽電池パネル３０を、回路部５０とは別体に設けたが、機械的・機能的な構成
上可能であればこれらを回路部５０内に設けても良い。
【００４８】
　このようにＬＥＤ照明装置１０を構成することにより、回路部５０のマイコンユニット
５１は、図４に示す照明制御処理を実行する。ここで、図４～図６を参照してマイコンユ
ニット５１による照明制御処理の流れを説明する。なお、この照明制御処理は、前述した
定電圧源５５からマイコンユニット５１に駆動電力が供給されて起動するとほぼ同時に処
理が開始されるもので、いわゆるパワーオンリセットの直後から実行されるものである。
【００４９】
　図４に示すように、照明制御処理では、まずステップＳ１０１によりマイコンユニット
５１に内蔵されるＭＥＭのワークエリアや所定のフラグ（部分点灯フラグ等）をゼロクリ
アする所定の初期化処理をした後、次のステップＳ１０３により各種センサ５６，５７ａ
～５７ｄ等からセンサ情報を取得する処理を行う。
【００５０】
　続くステップＳ１０５では、部分点灯中であるか否かを判断する処理が行われる。即ち
、後述するステップＳ１１５による非常時制御処理によって灯部２０の一部が点灯してい
る場合には（Ｓ１０５；Ｙｅｓ）、引き続き非常時制御処理を行うためにステップＳ１１
５に処理を移行する。一方、部分点灯していない場合には（Ｓ１０５；Ｎｏ）、続くステ
ップＳ１０７に処理を移行する。なお、この判断は、後述する部分点灯制御処理（Ｓ２１
３）によりセットされる部分点灯フラグ（１：部分点灯中、０：部分点灯なし）に基づい
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て行われる。
【００５１】
　次のステップＳ１０７では、照度判断処理が行われる。この処理は、ステップＳ１０３
により取得された照度センサ５７ａによる照度情報を、予め設定された基準照度（暗闇時
の暗状態照度）と比較するもので、特許請求の範囲に記載の「暗状態判断手段」に相当し
得るものである。本実施形態では、暗闇時の暗状態照度として、例えば月明かり程度の明
るさに相当する０．１Ｌux程度（０．０１Ｌux～１Ｌuxの間で任意値に設定、単位(Ｌux)
はルクス）に基準照度を設定する。なおここでは、「暗闇状態」とは、居住空間Ｓの居住
者等が自己の周囲の状況を視覚により把握することができないため、所望の動作を咄嗟に
起こそうとしたときに不自由を感じる程度の暗さをいう。
【００５２】
　これにより、当該ＬＥＤ照明装置１０の周囲、つまり居住空間Ｓの明るさがこの基準照
度以下であれば、居住空間Ｓは暗闇状態にあると判断されるので、ステップＳ１１５によ
る非常時制御処理に移行する。これに対し、このような基準照度を超える照度であれば、
当該ＬＥＤ照明装置１０の周囲、つまり居住空間Ｓは暗闇状態ではない（薄明かり程度の
明るさ以上である）と判断されるため、ＬＥＤ照明装置１０を非常灯として機能させる処
理（非常時制御処理）を必要としない。このため、この場合にはステップＳ１０９に処理
を移行する。
【００５３】
　なお、ステップＳ１０７による照度判断の基準照度は、このほか「星明かり」の照度（
０．００１Ｌux～０．０１Ｌuxの間で任意値に設定）としても良い。これにより、ＬＥＤ
照明装置１０の周囲に光がほとんどない状態でのみ非常灯として機能させるように構成す
ることが可能となる。また、これとは逆に、もう少し明るい「薄明かり」程度の照度（１
Ｌux～１０Ｌuxの間で任意値に設定）やさらに明るい「街路灯下」程度の照度（１０Ｌux
～２００Ｌuxの間で任意値に設定）を基準に、ステップＳ１０７による照度判断処理を行
うように構成しても良い。
【００５４】
　ステップＳ１０９では、スイッチ状態判断処理が行われる。この処理は、ステップＳ１
０３により取得された照明スイッチ６０のオンオフ情報に基づいて、当該照明スイッチ６
０がオン状態にあるかオフ状態にあるかを判断するものである。照明スイッチ６０がオン
状態にある場合には、居住空間Ｓの居住者等が照明を必要としている可能性が高いことか
ら、灯部２０のＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈを全て点灯させるため、ステップＳ１１３
に処理を移行する。
【００５５】
　一方、照明スイッチ６０がオフ状態にある場合には、居住空間Ｓが十分に明るい等の理
由により照明を必要としていないことから、灯部２０のＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈを
全て消灯させるため、ステップＳ１１１に処理を移行する。なお、以下、照明スイッチ６
０がオン状態にあることを「全点灯モード」、照明スイッチ６０がオフ状態にあることを
「全消灯モード」、とそれぞれ云うことにする。
【００５６】
　ステップＳ１１１は、正常時において灯部２０のＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈを全て
消灯させる制御を行う正常時全消灯処理で、照明スイッチ６０がステップＳ１０９により
全消灯モードに設定されていると判断された場合に行われるものである。具体的には、回
路部５０の電流切替制御部５２に対して、全てのＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈに駆動電
流の供給を停止する制御命令を出力する。これにより、灯部２０のＬＥＤユニット２７ａ
～２７ｈには駆動電流が供給されないため、灯部２０は全消灯状態となる。このステップ
Ｓ１１１による正常時全消灯処理が終了すると、ステップＳ１０３に移行して、再度、セ
ンサ情報取得処理、部分点灯中判断処理等を行う。
【００５７】
　これに対し、ステップＳ１１３は、正常時において灯部２０のＬＥＤユニット２７ａ～
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２７ｈを全て点灯させる制御を行う正常時全点灯処理で、照明スイッチ６０がステップＳ
１０９により全点灯モードに設定されていると判断された場合に行われる。具体的には、
回路部５０の電流切替制御部５２に対して、全てのＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈに駆動
電流を供給する制御命令を出力する。これにより、灯部２０のＬＥＤユニット２７ａ～２
７ｈには駆動電流が供給されるため、図６(A)に示すように、灯部２０からは全てのＬＥ
Ｄユニット２７ａ～２７ｈにより照明光Ｌａ～Ｌｈが居住空間Ｓに照射される。このステ
ップＳ１１３による正常時全点灯処理が終了すると、ステップＳ１０３に移行して、再度
、センサ情報取得処理、部分点灯中判断処理等を行う。
【００５８】
　一方、ステップＳ１１５は、非常時における灯部２０の点消灯制御を行うものである。
なお、ここでいう「非常時」とは、居住空間Ｓが暗闇状態であるため、居住者等が自己の
周囲の状況を視覚により把握することができず所望の動作を咄嗟に起こそうとしたときに
不自由さ感じ得る場合をいう。即ち、居住空間Ｓが暗闇状態であると判断された場合（Ｓ
１０７；基準照度以下）や現在灯部２０が部分点灯中であると判断された場合（Ｓ１０５
；Ｙｅｓ）、図５に示す非常時制御処理を行う。ここで、図５を参照して非常時制御処理
を説明する。このステップＳ１１５による非常時制御処理が終了すると、ステップＳ１０
３に移行して、再度、センサ情報取得処理、部分点灯中判断処理等を行う。
【００５９】
　図５に示すように、非常時制御処理では、まずステップＳ２０１により電圧判断処理、
即ち、外部電力を受けているか否かを判断する処理が行われる。この処理は、ステップＳ
１０３により取得された電圧センサ５７ｂによる電灯線ＰＬの電圧情報を予め設定された
基準電圧と比較するもので、特許請求の範囲に記載の「受電状態判断手段」に相当し得る
ものである。
【００６０】
　例えば、定電流源５４に電灯線ＰＬのＡＣ１００Ｖ（最大振幅１４１Ｖpp）が入力され
ている場合、基準電圧をその約９０％の９０Ｖに設定する。これにより、定電流源５４に
入力されている電圧が９０Ｖ以上であれば停電していないと判断し、９０Ｖ未満であれば
停電していると判断する（Ｓ２０１；基準電圧未満（停電時））。
【００６１】
　ステップＳ２０１により基準電圧未満、つまり停電していると判断された場合には（Ｓ
２０１；基準電圧未満（停電時））、ＬＥＤ照明装置１０には外部電力が供給されていな
いか、また供給されていても灯部２０のＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈを全点灯させるに
は電力が不足している（電圧が足りない）ので、ステップＳ２１３に処理を移行して非常
時部分点灯処理を行う。なお、このステップＳ２０１により基準電圧未満（停電時）と判
断される場合は、特許請求の範囲に記載の「暗状態照度以下であると判断されかつ外部か
らの電力を受けていないと判断された場合」に相当し得るものである。
【００６２】
　これに対して、ステップＳ２０１により、基準電圧以上、つまり停電していないと判断
した場合には、さらに全消灯モードであるか全点灯モードであるかを判断する。この判断
処理は、前述したステップＳ１０９と同様、ステップＳ１０３により取得された照明スイ
ッチ６０のオンオフ情報に基づいて、当該照明スイッチ６０がオン状態（全点灯モード）
にあるかオフ状態（全消灯モード）にあるかを判断する。ステップＳ２０１により、基準
電圧以上で全消灯モードであると判断された場合（Ｓ２０１；基準電圧以上／全消灯モー
ド）、ステップＳ２０３による振動判断処理に移行する。
【００６３】
　一方、ステップＳ２０１により、基準電圧以上でさらに全点灯モードであると判断され
た場合には（Ｓ２０１；基準電圧以上／全点灯モード）、前回の判断処理時においては９
０Ｖ未満で停電していると判断されて（Ｓ２０１；基準電圧未満）、ステップＳ２１３に
より部分点灯制御されていたものの、今回の判断処理では基準電圧以上であると判断され
ているため（停電が解消されているため）、ステップＳ２１５による全点灯制御処理に移
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行する。
【００６４】
　次のステップＳ２０３では、振動判断処理、つまり地震時の振動以上であるか否かを判
断する処理が行われる。この処理は、ステップＳ１０３により取得された振動センサ５７
ｃによる振動情報を予め設定された基準加速度（地震時の振動加速度）と比較するもので
、特許請求の範囲に記載の「地震振動判断手段」に相当し得るものである。
【００６５】
　例えば、本実施形態では、基準加速度を震度１程度の１Ｇal前後（０．８Ｇal～２．５
Ｇal、単位(Ｇal)はガル（＝１ｃｍ／sec２））に設定する。これにより、当該ＬＥＤ照
明装置１０の周囲の揺れの大きさ、つまり居住空間Ｓにおける振動加速度がこの基準加速
度以上であれば（Ｓ２０３；基準加速度以上（地震時））、居住空間Ｓは地震等による揺
れがあると判断されるので、ステップＳ２１３による非常時部分点灯処理に移行して灯部
２０のＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈのうち一部を自動的に点灯させる。
【００６６】
　また、ステップＳ２０３による判断処理が行われる場合には、当該ＬＥＤ照明装置１０
に電灯線ＰＬから外部電力の供給を受けていることが既に判断されている（Ｓ２０１；基
準電圧以上）。このため、ステップＳ２１３による非常時部分点灯処理に代えて、ステッ
プＳ２１５による非常時全点灯処理に移行して灯部２０のＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈ
の全部を自動的に点灯させても良い（Ｓ２０３から図５の紙面右側方向に延びる破線矢印
）。
【００６７】
　これに対し、このような基準加速度未満の振動加速度であれば、居住空間Ｓは地震等に
よる揺れはないと判断されるので、次のステップＳ２０５に処理を移行する。なお、基準
加速度を震度２程度の数Ｇal（２．５Ｇal～８Ｇal）や震度３程度の１０数Ｇal（８Ｇal
～２５Ｇal）に設定しこれを基準に地震時の振動であるか否かを判断しても良い。これに
より、震度１以下では灯部２０の点灯を避け、震度２または震度３以上の場合に灯部２０
を点灯するように設定することが可能となる。また、基準加速度を震度４程度の数１０Ｇ
al（２５Ｇal～８０Ｇal）や震度５弱程度の１００Ｇal前後（８０Ｇal～２００Ｇal）に
設定しこれらを基準に地震時の振動であるか否かを判断することで、より強い地震の場合
に灯部２０を点灯させることも可能となる。なお、このステップＳ２０３により基準加速
度以上（地震時）と判断される場合は、特許請求の範囲に記載の「暗状態照度以下である
と判断されかつ地震時の振動以上であると判断された場合」に相当し得るものである。
【００６８】
　ステップＳ２０５では、人判断処理が行われる。この処理は、停電ではなく照明スイッ
チ６０がオフ状態にあるとき（基準電圧以上／全消灯モード）、つまり停電はないものの
居住空間Ｓ内が暗闇状態である場合に行われるもので、ステップＳ１０３により取得され
た人感センサ５７ｄによる人感情報に基づいて当該人感センサ５７ｄから所定の範囲内に
居住者等の人が存在するか否か（人が接近したか否か）を判断する。なお、このステップ
Ｓ２０５により所定の範囲内に居住者等の人が存在すると判断される場合は、特許請求の
範囲に記載の「暗状態照度以下であると判断されかつ所定の範囲内に人が近づいたことを
検出された場合」に相当し得るものである。
【００６９】
　ステップＳ２０５により所定の範囲内に居住者等の人が存在すると判断される場合には
（Ｓ２０５；人の接近あり）、ステップＳ２１３による非常時部分点灯処理に移行する。
これに対し、所定の範囲内に居住者等が存在すると判断されない場合には（Ｓ２０５；人
の接近なし）、ステップＳ２１１による非常時全消灯処理に移行する。なお、ステップＳ
２０５による判断処理が行われる場合も、ステップＳ２０３の場合と同様に、当該ＬＥＤ
照明装置１０に電灯線ＰＬから外部電力の供給を受けていることが既に判断されているの
で（Ｓ２０１；基準電圧以上）、ステップＳ２１３による非常時部分点灯処理に代えて、
ステップＳ２１５による非常時全点灯処理に移行しても良い（Ｓ２０５から図５の紙面右
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側方向に延びる破線矢印）。
【００７０】
　例えば、照明スイッチ６０の近傍に人感センサ５７ｄが設けられている場合には、居住
者等は照明スイッチ６０の方向に体を近づけたり腕を伸ばすことで人感センサ５７ｄから
約１ｍ以内に居住者等の身体の一部または全部が接近すれば、所定の範囲内に居住者等の
人が存在すると判断される。これにより、居住空間Ｓの居住者等が夜間の就寝時に灯部２
０による照明を消した後、明かりが必要になった場合、暗闇の中で照明スイッチ６０があ
るべき方向や灯部２０の方向に、体、腕や手を近づけることで、照明スイッチ６０そのも
のをオン操作することなく、灯部２０の一部を点灯させることが可能となる。また、灯部
２０の全部を点灯させることにより（Ｓ２１５）、このような場合にも通常時と同様に明
るさが欲しいというニーズに応えることができる。
【００７１】
　ステップＳ２１１では、非常時全消灯処理が行われる。この処理は、灯部２０のＬＥＤ
ユニット２７ａ～２７ｈを全て消灯させる制御を行うもので、前述したステップＳ１１１
による正常時全消灯処理とほぼ同じであるが、ここではさらに部分点灯フラグに「０」を
セットしてクリアする処理をしている。つまり、ステップＳ２０１で判断処理したように
電灯線ＰＬの電圧が回復しているので、灯部２０を部分点灯させる必要はないことから、
部分点灯中であることを示す部分点灯フラグをゼロクリアしている。
【００７２】
　ステップＳ２１３では、非常時部分点灯処理が行われる。この処理は、灯部２０のＬＥ
Ｄユニット２７ａ～２７ｈのうち、特定のＬＥＤユニットだけにバッテリユニット５８か
ら駆動電流（補助電力）を供給するように、電流切替制御部５２に対して制御命令を出力
する。本実施形態では、例えば、ＬＥＤユニット２７ｃだけにバッテリユニット５８から
駆動電流を供給して点灯させ、他のＬＥＤユニット２７ａ，２７ｂ，２７ｄ～２７ｈには
駆動電流を供給することなく消灯させる。これにより、図６(B)に示すように、灯部２０
からはＬＥＤユニット２７ｃによる照明光Ｌｃだけが居住空間Ｓに照射される。なお、こ
の処理では、現在、部分点灯中であることを情報処理的に明示するため、部分点灯フラグ
に「１」をセットする。
【００７３】
　ステップＳ２１５では、非常時全点灯処理が行われる。この処理は、灯部２０のＬＥＤ
ユニット２７ａ～２７ｈを全て点灯させる制御を行うもので、図６(A)に示すように、灯
部２０からは全てのＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈにより照明光Ｌａ～Ｌｈが居住空間Ｓ
に照射される。即ち、このステップＳ２１５では、前述したステップＳ１１３による正常
時全点灯処理とほぼ同じ処理を行うが、ここではさらに部分点灯フラグに「０」をセット
してクリアする処理をしている。つまり、ステップＳ２０１で判断処理したように電灯線
ＰＬの電圧が回復しているので、灯部２０を部分点灯させる必要はないことから、部分点
灯中であることを示す部分点灯フラグをゼロクリアしている。
【００７４】
　ステップＳ２１１，Ｓ２１３，Ｓ２１５による処理を終えると、図４に示すステップＳ
１０３に処理を戻して、再度、センサ情報取得処理等、これまで説明した一連の処理をバ
ッテリユニット５８からの駆動電力の供給が断たれるまで繰り返し行う。なお、バッテリ
ユニット５８は、充電可能な二次電池であり、しかも充電器５９を介して電灯線ＰＬや太
陽電池パネル３０から適宜、電力の供給を受けて充電されているので、突然の停電等、不
測の事態が生じても、前述したように非常時部分点灯処理（Ｓ２１３）により灯部２０の
ＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈの一部のＬＥＤユニットを点灯させることができる。
【００７５】
　なお、図５を参照して説明した非常時制御処理では、ステップＳ２０１による電圧判断
処理により全消灯モード時に電灯線ＰＬの電圧が基準電圧以上であると判断されると、地
震時（Ｓ２０３）または人の接近がある場合（Ｓ２０５）にしか、ステップＳ２１３によ
る非常時部分点灯処理を行わない。このため、例えば、照明スイッチ６０がオフ状態であ
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る場合（全消灯モード時）、当該非常時部分点灯処理によりＬＥＤユニット２７ｃだけが
点灯しその後、電灯線ＰＬの電圧が基準電圧以上に戻ったときには、地震や人の接近がな
ければ当該ＬＥＤユニット２７ｃは直ちに消灯してしまう。
【００７６】
　このような場合には、居住空間Ｓの居住者等（利用者）が人感センサ５７ｄの方向に近
づくことで、人判断処理（Ｓ２０５）により人の接近があると判断されると、再びＬＥＤ
ユニット２７ｃを点灯させ得るが、これでは利用者にとって不便な場合もある。そのため
、例えば、ステップＳ２０５とステップＳ２１１との間にステップＳ１０５と同様の部分
点灯中であるか否かを判断する処理を介在させ、部分点灯中であるときには、所定時間（
３分～５分程度の数分間）を計時するタイマー処理を起動させてその所定時間が経過する
まではステップＳ２１１による非常時全消灯処理を行わない制御処理を構成する（所定時
間が経過後は非常時全消灯処理（Ｓ２１１）によりＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈを消灯
する）。これにより、部分点灯中であるときには、電灯線ＰＬが回復しても、所定時間は
一部のＬＥＤユニットが点灯し続けるので、全消灯モード時でも、地震や人の接近がなけ
ればＬＥＤユニット２７ｃが直ぐに消灯して居住空間Ｓが真っ暗になってしまうといった
不便を解消することができる。
【００７７】
　また、ステップＳ２０５による人判断処理により人の接近があると判断された場合には
、非常時部分点灯処理（Ｓ２１３）によりＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈの一部のＬＥＤ
ユニットを直ちに点灯させているが、これでは、暗闇の居住空間Ｓ内で突如ＬＥＤユニッ
ト２７ｃが点灯することによりその「眩しさ」から居住者等（利用者）が眩惑し得る場合
もある。そのため、例えば、ステップＳ２０５とステップＳ２１３との間にＬＥＤユニッ
トを徐々に明るくするように輝度を段階的に高める（上げる）調光制御処理を介在させ、
所定時間（例えば５秒～１５秒間）かかってＬＥＤユニット２７ｃ等が通常輝度になるよ
うに制御処理を構成する。これにより、真っ暗な居住空間Ｓ内でＬＥＤユニット２７ｃ等
が急に点灯することがないので、眩しさや眩惑による不快感を居住者等（利用者）に与え
難くすることができる。
【００７８】
　以上説明したように、本実施形態に係るＬＥＤ照明装置１０によると、ＬＥＤ照明装置
１０の周囲の照度を検出する照度センサ５７ａと、照度センサ５７ａによる照度が基準照
度以下であるか否かを判断するマイコンユニット５１（Ｓ１０７）と、当該ＬＥＤ照明装
置１０が外部電力を受けているか否かを判断する電圧センサ５７ｂおよびマイコンユニッ
ト５１（Ｓ２０１）と、外部電力相当の補助電力をＬＥＤユニット２７ｃに供給可能なバ
ッテリユニット５８および電流切替制御部５２と、を備え、マイコンユニット５１による
照度判断処理（Ｓ１０７）により基準照度以下であると判断され（Ｓ１０７；基準照度以
下）かつ電圧判断手段（Ｓ２０１）により電灯線ＰＬから外部電力を受けていないと判断
された場合（Ｓ２０１；基準電圧未満）、非常時部分点灯処理（Ｓ２１３）により電流切
替制御部５２は、ＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈのうちの一部のＬＥＤユニット２７ｃに
対してバッテリユニット５８からの駆動電流を供給する。
【００７９】
　これにより、通常時には、灯部２０のＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈは全て外部電力の
供給を受けて点灯する一方で、夜間の停電等により電灯線ＰＬからの外部電力供給がなく
全てのＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈが消灯し当該ＬＥＤ照明装置１０の周囲は他に光源
がない場合、つまり停電による暗闇時等の非常時には、ＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈの
うちの一部のＬＥＤユニット２７ｃがバッテリユニット５８から駆動電流の供給を受けて
点灯する。したがって、通常時には照明装置として機能するだけでなく、夜間の停電等の
非常時には複数のＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈのうちの一部が自動的に点灯するので、
非常灯としても機能させることができる。
【００８０】
　また、本実施形態に係るＬＥＤ照明装置１０によると、ＬＥＤ照明装置１０の周囲の照
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度を検出する照度センサ５７ａと、照度センサ５７ａによる照度が基準照度以下であるか
否かを判断するマイコンユニット５１（Ｓ１０７）と、ＬＥＤ照明装置１０が設けられる
天井Ｋａや壁Ｋｂ等の振動を検出する振動センサ５７ｃと、振動センサ５７ｃによる振動
情報に基づいて地震時の振動以上であるか否かを判断するマイコンユニット５１（Ｓ２０
３）と、外部電力相当の補助電力をＬＥＤユニット２７ｃに供給可能なバッテリユニット
５８および電流切替制御部５２と、を備え、マイコンユニット５１による照度判断処理（
Ｓ１０７）により基準照度以下であると判断され（Ｓ１０７；基準照度以下）かつ振動判
断手段（Ｓ２０３）により地震時の振動以上であると判断された場合（Ｓ２０３；基準加
速度以上）、非常時部分点灯処理（Ｓ２１３）により電流切替制御部５２は、ＬＥＤユニ
ット２７ａ～２７ｈのうちの一部のＬＥＤユニット２７ｃに対してバッテリユニット５８
からの駆動電流を供給する。
【００８１】
　これにより、通常時には、灯部２０のＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈは全て外部電力の
供給を受けて点灯する一方で、受けた振動が地震時の振動以上であると判断され、しかも
そのときに当該ＬＥＤ照明装置の周囲は他に光源がない場合、つまり夜間の地震時等の非
常時には、ＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈのうちの一部のＬＥＤユニット２７ｃがバッテ
リユニット５８から駆動電流の供給を受けて点灯する。したがって、通常時には照明装置
として機能するだけでなく、夜間の停電等の非常時には複数のＬＥＤユニット２７ａ～２
７ｈのうちの一部が自動的に点灯するので、非常灯としても機能させることができる。
【００８２】
　また、受けた振動が地震時の振動以上であると判断され、しかもそのときに当該ＬＥＤ
照明装置の周囲は他に光源がない場合であっても、電圧判断手段（Ｓ２０１）により電灯
線ＰＬから外部電力を受けていると判断された場合には（Ｓ２０１；基準電圧以上／全消
灯モード）、バッテリユニット５８からの駆動電流に代えて、電灯線ＰＬから外部電力の
供給を受けてＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈの全てを点灯させる。これにより、夜間の地
震時でも停電していない場合には、通常時と同様に複数の白色ＬＥＤを自動的に全点灯す
るため、非常灯として通常時と同様に明るく居住空間Ｓを照らすことができる。
【００８３】
　さらに、本実施形態に係るＬＥＤ照明装置１０によると、当該ＬＥＤ照明装置１０から
所定の範囲内に人が近づいたことを検出可能な人感センサ５７ｄを備え、マイコンユニッ
ト５１による照度判断処理（Ｓ１０７）により基準照度以下であると判断され（Ｓ１０７
；基準照度以下）かつ人判断手段（Ｓ２０５）により所定の範囲内に人が近づいたことが
検出された場合（Ｓ２０５；人の接近あり）、消灯していた灯部２０のＬＥＤユニット２
７ａ～２７ｈを全部または一部に駆動電流を供給する（Ｓ２１３；一部点灯，Ｓ２１５；
全点灯）。これにより、夜間等、ＬＥＤ照明装置１０の周囲に他に光源がない場合、当該
ＬＥＤ照明装置１０から所定の範囲内に人が近づくことにより、それまで消灯していた灯
部２０のＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈやその一部が補助電力の供給を受けて点灯するの
で、例えば、夜間就寝後に明かりが欲しい等の一般住宅ありがちな緊急時のニーズにも応
えることができる。
【００８４】
　なお、上述した実施形態では、電圧判断処理（Ｓ２０１）において、電灯線ＰＬの電圧
が基準電圧未満であると判断された場合（Ｓ２０１；基準電圧未満（停電時））、全点灯
モードであるか全消灯モードであるかにかかわらず、ステップＳ２１３による非常時部分
点灯処理に処理を移行させているが、例えば、ステップＳ２０１により基準電圧未満であ
ると判断された場合であっても全消灯モードであるときには非常時部分点灯処理（Ｓ２１
３）を行うことなくスキップして当該非常時制御処理を終了するように構成しても良い。
これにより、居住空間Ｓの居住者等が照明スイッチ６０がオフ状態にしている全消灯モー
ドの場合には、そもそも居住者等が居住空間Ｓの照明を必要としていないため、このよう
な場合には、たとえ停電等があっても灯部２０を部分にも点灯させないことでバッテリユ
ニット５８の電力消費を抑制することが可能となる。
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【００８５】
　また、上述した実施形態では、非常時部分点灯処理（Ｓ２１３）において、灯部２０を
構成するＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈのうちの特定のＬＥＤユニットとして、ＬＥＤユ
ニット２７ｃを点灯させたが、これに限られることはなく、ＬＥＤユニット２７ａ～２７
ｈのうちの任意の１ユニットまたはバッテリユニット５８による駆動が可能な範囲内で２
以上のＬＥＤユニットを特定のＬＥＤユニットとして点灯させても良い。またそのような
ＬＥＤユニット単位ではなく、ＬＥＤユニット２７ａ等を構成するＬＥＤ２８、つまりＬ
ＥＤ単位で非常時部分点灯処理（Ｓ２１３）による点灯処理を行っても良い。なお、２以
上のＬＥＤユニットや２以上のＬＥＤを非常時部分点灯処理（Ｓ２１３）による点灯対象
とする場合には、その組み合わせは、隣り合ったもの同士や１つ飛びや２つ飛び等で組む
等、あらゆる任意の構成が可能である。
【００８６】
　例えば、ＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈのうち、ＬＥＤユニット２７ａ，２７ｃ，２７
ｅ，２７ｇを点灯させ、ＬＥＤユニット２７ｂ，２７ｄ，２７ｆ，２７ｈを消灯させる制
御（パターン１）や、これとは逆に、ＬＥＤユニット２７ａ，２７ｃ，２７ｅ，２７ｇを
消灯させ、ＬＥＤユニット２７ｂ，２７ｄ，２７ｆ，２７ｈを点灯させる制御（パターン
２）を非常時部分点灯処理（Ｓ２１３）により行っても良い。また、このようなパターン
１とパターン２を所定時間間隔（例えは１秒～２秒間隔）で交互に入れ替えてＬＥＤユニ
ット２７ａ～２７ｈを点滅させる制御を非常時部分点灯処理（Ｓ２１３）により行っても
良い。これにより、ＬＥＤユニット２７ａ等を連続点灯させる場合に比べ、消費電力を削
減できるため、バッテリユニット５８による非常時部分点灯の時間を長くすることができ
る。このような点滅制御をＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈのうちの一つのＬＥＤユニット
だけ点灯させる場合に適用すれば、より消費電力を削減できるため、バッテリユニット５
８による非常時部分点灯の時間をさらに長くすることができる。
【００８７】
　また、ＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈのうちの一つのＬＥＤユニットだけ点灯させる場
合において、点灯させるＬＥＤユニットを、灯部の一端側から他端側に向けて所定時間ご
とに順次隣のＬＥＤユニットに変更し他端側に到達したら一端側に繋げて環状に連絡させ
るように、非常時部分点灯処理（Ｓ２１３）により行っても良い。
【００８８】
　即ち、ＬＥＤユニット２７ａをだけを点灯させた後、その隣のＬＥＤユニット２７ｂを
だけを点灯させ、その後、そのまた隣のＬＥＤユニット２７ｃをだけを点灯させるという
ように、各ＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈを循環状（ＬＥＤユニット２７ａ→ＬＥＤユニ
ット２７ｂ→ＬＥＤユニット２７ｃ→ＬＥＤユニット２７ｄ→ＬＥＤユニット２７ｅ→Ｌ
ＥＤユニット２７ｆ→ＬＥＤユニット２７ｇ→ＬＥＤユニット２７ｈ→ＬＥＤユニット２
７ａ→ＬＥＤユニット２７ｂ…）に点灯させるように、非常時部分点灯処理（Ｓ２１３）
により行う。これにより、点灯中のＬＥＤユニットの位置が一端側から他端側に向かって
流れるように変動する一方で、同時に２以上のＬＥＤユニットは点灯させないため、灯部
２０の一端側から他端側まで幅広くかつ省エネルギーで照らすことができる。したがって
、居住空間Ｓを広範囲に照らしながらも、バッテリユニット５８による非常時部分点灯の
時間を長くすることができる。
【００８９】
　なお、流れる方向は、これの逆（ＬＥＤユニット２７ｈ→ＬＥＤユニット２７ｇ…）で
あっても良い。また、このように点灯させるＬＥＤユニットを、灯部の一端側から他端側
に向けて所定時間ごとに順次隣のＬＥＤユニットに変更し他端側に到達したら、逆方向（
他端側から一端側）に向けて戻るように、非常時部分点灯処理（Ｓ２１３）により行って
も良い。
【００９０】
　即ち、ＬＥＤユニット２７ａ→ＬＥＤユニット２７ｂ→ＬＥＤユニット２７ｃ→ＬＥＤ
ユニット２７ｄ→ＬＥＤユニット２７ｅ→ＬＥＤユニット２７ｆ→ＬＥＤユニット２７ｇ
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→ＬＥＤユニット２７ｈ→ＬＥＤユニット２７ｇ→ＬＥＤユニット２７ｆ→ＬＥＤユニッ
ト２７ｅ…→ＬＥＤユニット２７ｃ→ＬＥＤユニット２７ｂ→ＬＥＤユニット２７ａ→Ｌ
ＥＤユニット２７ｂ…というように折り返して往復するよう点灯させる。これにより、点
灯中のＬＥＤユニットの位置が一端側と他端側の間を交互に流れるように変動するので、
ＬＥＤユニットを循環状に点灯させる場合と同様に、灯部２０の一端側から他端側まで幅
広くかつ省エネルギーで照らすことができる。したがって、居住空間Ｓを広範囲に照らし
ながらも、バッテリユニット５８による非常時部分点灯の時間を長くすることができる。
【００９１】
　また、上述した実施形態では、非常時部分点灯処理（Ｓ２１３）において、ＬＥＤユニ
ット２７ｃ等を、単に点灯（連続点灯）させる点灯制御を行ったが、例えば、一定周期で
点灯と消灯を繰り返す点滅制御を行う。これにより、連続点灯している場合に比べて、バ
ッテリユニット５８の電力消費を抑えることができる。また、点滅周期の速さに所定の情
報（意味づけ）を対応させる（周期が短いほど緊急度が高く、周期が長いほど緊急度が低
い等）ことによって、居住空間Ｓの居住者等に対して非常事態における緊急度の軽重を報
知することもできる。
【００９２】
　さらに、上述した実施形態では、ＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈを構成するＬＥＤ２８
を白色ＬＥＤとしたが、例えば、白色に加えて他の有色（赤色、青色、黄色や緑色等）を
発光可能なＬＥＤ素子を備えた複合タイプのＬＥＤによりＬＥＤユニット２７ａ等を構成
するとともに、非常時部分点灯処理（Ｓ２１３）において他の有色光を発光させ得るよう
にＬＥＤユニット２７ａ等を構成しても良い。これにより、白色に点灯する通常の点灯状
態とは異なった状況を居住空間Ｓの居住者等に知らせることができるため、ＬＥＤユニッ
ト２７ａ～２７ｈの一部が点灯している状況が灯部２０の故障によるものでなく、非常状
態の発生によるものである旨、つまり非常事態における緊急性を当該居住者等に報知する
ことができる。
【００９３】
　また、上述した実施形態による各種センサ５６，５７ａ～５７ｄの他に、居住空間Ｓに
発生した煙を検出可能な煙センサや有毒ガスを検出可能なガスセンサ、さらには居住空間
Ｓ内の温度を検出可能な温度センサ等、居住空間Ｓに滞在する居住者等の生命や身体に危
害を加えるおそれのある物理的・化学的な事象を検出可能な各種センサを備え、これらの
センサに対応した判断処理をマイコンユニット５１により行い得るように回路部５０を構
成しても良い。これにより、より一層、実用価値の高い高機能タイプの非常灯として当該
ＬＥＤ照明装置１０を機能させることができる。
【００９４】
　また、上述した実施形態では、各種センサ５６，５７ａ～５７ｄによって、居住空間Ｓ
に滞在する居住者等の生命や身体に危害を加えるおそれのある物理的・化学的な事象を検
出するように構成したが、これらのセンサを設けることなく、有線通信手段や無線通信手
段を備え、外部からこれら通信手段を介してこのような物理的・化学的な事象の情報を取
得しても良い。この場合、図４に示すセンサ情報取得処理（Ｓ１０３）に代えて、外部情
報取得処理として、有線通信手段や無線通信手段から当該情報を取得する。なお、有線通
信手段の例としてメタリックや光ケーブルによるＬＡＮ等の有線データ通信システムが挙
げられ、無線通信手段の例として無線ＬＡＮやBluetooth（登録商標）等の無線データ通
信システムが挙げられる。
【００９５】
　また、上述した実施形態では、灯部２０を構成するＬＥＤユニット２７ａ～２７ｈとし
て、複数のＬＥＤ２８を１本の列状に並べたものを例示して説明したが、これに限られる
ことはなく、２列以上の複数列にＬＥＤ２８を配置したり、またマトリックス状や同心円
状に複数のＬＥＤ２８を配置しても良い。
【００９６】
　また、上述した実施形態では、居住空間Ｓの天井Ｋａや壁Ｋｂに灯部２０を取り付ける
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例えば、ＬＥＤ照明装置１０全体を卓上スタンドタイプとし、灯部２０、太陽電池パネル
３０、回路部５０や照明スイッチ６０等を一体にまとめて構成して、上述したマイコンユ
ニット５１による照明制御処理を実行して良い。この場合、照度センサ５７ａや人感セン
サ５７ｄは、ＬＥＤ照明装置１０の周囲を検出する無指向性であっても、一定方向を中心
に検出する有指向性であっても良い。
【００９７】
　また、上述した実施形態では、非常時部分点灯処理（Ｓ２１３）において、灯部２０を
部分点灯させるように構成したが、この点灯に同期して「非常時」である旨を居住空間Ｓ
の居住者等に伝える警報音（合成音）や警告メッセージ（合成音声）等を発するように、
回路部５０を構成しても良い。これにより、灯部２０の部分点灯が、非常時の点灯である
ことを居住者等に伝えられる。
【符号の説明】
【００９８】
　１０…ＬＥＤ照明装置
　２０…灯部
　２７…ＬＥＤユニット
　２８…ＬＥＤ（白色ＬＥＤ）
　３０…太陽電池パネル(太陽電池)
　５０…回路部
　５１…マイコンユニット（暗状態判断手段、受電状態判断手段、地震振動判断手段）
　５２…電流切替制御部
　５４…定電流源
　５５…定電圧源
　５６…スイッチセンサ
　５７ａ…照度センサ（照度検出手段）
　５７ｂ…電圧センサ（受電状態判断手段）
　５７ｃ…振動センサ（振動検出手段）
　５７ｄ…人感センサ（人検出手段）
　５８…バッテリユニット（補助電力手段）
　５９…充電器
　６０…照明スイッチ
　Ｋａ…天井
　Ｋｂ…壁
　Ｌａ，Ｌｂ，Ｌｃ，Ｌｄ，Ｌｅ，Ｌｆ，Ｌｇ，Ｌｈ…照明光
　Ｓ…居住空間(ＬＥＤ照明装置の周囲)
　ＰＬ…電灯線（外部からの電力）
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